
（４）主な政策的医療機関の指定要件（施設整備に関する主な指定要件のみ抜粋）

○特定機能病院

（指定要件）
・病床数を４００床以上有すること
・集中治療室，無菌病室及び医薬品情報管理室を備えていること

※ 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会（厚生労働省）において，特定機能病院の承認要件の見
直しが議論されている。

※ 附属病院において，全ての病院が指定を受けている（平成２３年１０月現在）

○災害拠点病院

（指定要件）
①基幹災害拠点病院
・病院の用に供する全ての建物が耐震構造
・非常用電源の確保（自家発電設備：通常時の６割程度の発電容量を確保）

（ 燃料タンク ：三日分程度の燃料を確保）
・診療に必要な水の確保（受水槽，井戸）
・ヘリコプターの離着陸場の確保（病院敷地内に飛行場外離着陸場）

②地域災害拠点病院（基幹災害拠点病院と異なる指定要件のみ示す）
・診療の用に供する全ての建物が耐震構造
・ヘリコプターの離着陸場の確保（病院隣接地に飛行場外離着陸場）

※ 附属病院において，①基幹災害拠点病院に８病院，②地域災害拠点病院に２４病院が，それぞれ指定を受けている
（平成２４年１０月現在）

○救命救急センター

（指定要件）
①高度救命救急センター（救命救急センターに下記の要件が付加される）
・２４時間体制で特殊疾患患者（広範囲熱傷・指肢切断・急性中毒等）の医療確保

②救命救急センター
・病床数（おおむね２０床以上）
・２４時間体制で重症及び複数の診療科領域にわたる全ての重篤な救急患者（特殊疾患患者を除く）に対応

※ 附属病院において，①高度救命救急センターに９病院，②救命救急センターに１０病院が，それぞれ指定を受けている
（平成２４年１０月現在）

○周産期母子医療センター

（指定要件）
①総合周産期母子医療センター
・ＭＦＩＣＵの病床数は６床以上，ＮＩＣＵの病床数は９床以上（１２床以上とすることが望ましい）
・ＭＦＩＣＵの後方病室（一般産科病床等）は，ＭＦＩＣＵの２倍以上の病床数を有することが望ましい
・ＧＣＵは，ＮＩＣＵの２倍以上の病床数を有することが望ましい

②地域周産期母子医療センター
・ＭＦＩＣＵの病床数は３床以上，ＮＩＣＵの病床数は６床以上

※ 附属病院において，①総合周産期母子医療センターに１２病院，②地域周産期母子医療センターに１７病院が，それ
ぞれ指定を受けている（平成２４年１０月現在）

○がん診療連携拠点病院

（指定要件）
①都道府県がん診療連携拠点病院（地域がん診療連携拠点病院に下記の要件が付加される）
・地域がん診療連携拠点病院等に対し，情報提供，症例相談及び診療支援を行うこと

②地域がん診療連携拠点病院
・手術，放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び緩和ケアを提供する体制を有すること
・がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう，キャンサーボードを設置
・がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場を設けることが望ましい（がんサロン）
・放射線治療に関する機器を設置（リニアックなど，体外照射を行うための機器）

※ がん診療提供体制のあり方に関するワーキンググループ（厚生労働省）において，がん診療連携拠点病院等の承認要
件等の見直しが議論されている。

※ 附属病院において，①都道府県がん診療連携拠点病院に２４病院，②地域がん診療連携拠点病院に１７病院が，それ
ぞれ指定を受けている（平成２４年１０月現在）
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（５）国立大学附属病院に対して実施したアンケートのまとめ
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